事業用賃貸借契約書
契約要項
	　賃　貸　人　（甲）
	　株式会社○○○○○

	　賃　借　人　（乙）
	　株式会社○○○○○


《　建　　物　》
	　名称
	　○○○○○ビル

	　所在地
	

	　構造
	


	階
	用　途
	契約面積

	　　○○階
	事務所
	○○○○○㎡（○○○○○坪）

	賃貸借期間
	平成○○年○○月○○日から

平成○○年○○月○○日まで

	敷金
	総　　　　額　金○○○○○円也

	賃料
	月額　金○○○○○円也（消費税込）

（坪当り　金○○○○○円也／消費税込）

	共益費
	月額　金○○○○○円也（消費税込）

（坪当り　金○○○○○円也／消費税込）

	更新料
	月額賃料の○○ヶ月分

	償却費
	無

	賃料・共益費　起算日
	　平成○○年○○月○○日より


《　賃貸借室及び賃貸条件　》
事業用賃貸借契約書
第　１　条
１．　甲は乙に対し契約要項記載の賃貸借室を賃貸し、乙はこれを賃借する。
２．　契約面積は、契約要項記載のとおりとする。
　　
第　２　条　（使用目的）
　　　乙は、賃貸借室を契約要項記載の貸付仕様（用途）に従って使用するものとする。
　
第　３　条　（賃貸借期間）
１．　賃貸借期間は、契約要項記載のとおりとする。

２．　甲または乙が期間満了と同時に本契約を終了させようとするときは、期間満了の６ヶ月前迄に相手方に対し更新をしない旨を書面により通知しなければならない。
３．　期間満了の６ヶ月前までに甲または乙が相手方に対して更新をしない旨を書面により通知をしない場合、本契約は更に２年間更新される。その後の期間満了についても同様とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．　更新料については、契約要項記載のとおりとする。
第　４　条　（期間内解約）
１．　賃貸借期間内であってもやむを得ない理由がある場合には甲または乙は、6ヶ月以前に相手方に書面で解約の申し入れをすることにより、本契約を終了させることが出来る。

２．　乙は賃料の6ヶ月相当額を甲に支払うことにより即時本契約を終了させることが出来る。また、6ヶ月に満たない通知によって解約するときは、乙は不足日数に相応する賃料相当額を甲に支払うことにより本契約を終了することが出来る。

３．　甲または乙が相手方に為した解約の通知は、その相手方の承諾なくして変更または取り消すことは出来ない。
第　５　条　（賃料）
１．　賃料は、契約要項記載のとおりとする。

２．　乙は毎月末日（末日が銀行休業日の場合は前日営業日）までに、翌月分の賃料を甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。但し、１ヶ月に満たない期間の賃料はその月の日割計算とし、支払いに要する費用（銀行振込手数料等）は、乙の負担とする。

３．　賃料の始期は、契約要項に定める賃貸借期間の始期とする。　　
第　６　条　（賃料その他の改定）
１．　本契約による賃料、共益費は、本契約更新時に甲乙協議の上これを改定出来る。
２．　経済事情が著しく変動し、また管理費用の増大等により共益費及びその他の諸費用が社会通念上不相当となった場合、賃貸借期間中であっても甲乙協議の上これを改定出来る。
３．　賃料の改定により新賃料に対して敷金が本契約に基づく債務の履行を担保するに当たり不相当となった場合は、甲は乙と協議の上これを改定出来る。

４．　賃料等における改定金額については、甲乙協議の上決定する。
第　７　条　（敷金）
１．　本契約に基づく債務の履行を担保する為、乙は敷金として契約要項に記載のとおり甲に預託する。
２．　敷金は無利息とする。
３．　乙に延滞賃料、損害賠償、その他本契約ならびに本契約に付随して締結した
　　　契約に基づく債務があるときは、甲は催告なしに敷金をこれに充当出来る。この場合、乙は充当の通知を受けた日から７日以内に敷金の不足額を補填しなければならない。
４．　乙は、賃貸借期間中に敷金をもって賃料その他の債務との相殺を主張することができない。
５．　本契約が期間満了、解約、解除、その他の事由により終了した場合、乙が第１９条の定めにより賃貸借室を完全に明け渡し、且つ、本契約に基づく債務を完済してから１ヵ月を経過したときに、甲は乙より預託された敷金の全額を乙に返還するものとする。
６．　乙は、敷金に関する債権を第三者に譲渡または債務の担保の用に供してはならない。
７．　乙は、返還敷金を受領する権限を第三者に委任してはならない。
８．　償却については、契約要項記載のとおりとする。
第　８　条　（費用の負担）
１．　乙は、共益費として契約要項記載の金額を甲に支払うものとし、その支払い方法等は、第５条に準じる。
２．　乙の賃貸借室使用に関連して生ずる賃貸借室内の清掃等の費用、冷暖房費及び電気、水道料金等の費用は一切乙の負担とし、甲が立て替えたものは甲の請求により乙は直ちに支払わなければならない。
第　９　条　（禁止行為）
乙は、次の行為をしてはならない。
　　①　賃借権を譲渡し、または担保に供すること。
　　②　営業譲渡、合併、その他形式にかかわらず、本契約に基づく一切の権利を乙以外の者に承継すること。
　　③　賃貸借室内外の全部、または一部を第三者に転貸、使用、占有させること。
　　④　甲の承諾なく賃貸借室内に第三者を同居させ、または乙以外の在室名義を表示すること。
　　⑤　甲の承諾なく賃貸借室及び館内案内板などに、乙以外の名称で表示板の掲出、電話、テレックス等の引き込みを行なうこと。
　　⑥　賃貸借室以外を、不法に占有すること。
　　⑦　賃貸借室、または本件建物に損害を及ぼすような一切の行為をすること。
　　⑧　乙が賃貸借室内で営む営業行為を、第三者に業務委託すること。
　　⑨　館内使用細則及び建物利用のご案内等において禁止する事項。
第　１０　条　（内装造作諸設備工事等）
１．　乙が以下の工事等をしようとするときは、乙は予め書面による甲の承諾を得て、原

則として甲または甲の指定する者にその工事等を依頼するものとし、その工事等に

要する費用はすべて乙の負担とする。
1 内装造作諸設備の付加、新設、除去、改造、交換、その他現状の変更。

2 貸室内天井、壁の塗装替、床の張替等の修理、または乙の責に帰すべき事由による修理。

3 社名表示板の作成、鍵の複製、請負清掃、その他貸室利用に伴う諸サービス。

２．　乙が付加、新設した内装造作諸設備に課される公祖公課は、宛名名義の如何にかかわらず、乙の負担とする。
第　１１　条　（損害の賠償）
　　　乙または乙の代理人、使用人、請負人その他関係者の故意過失により甲または第三者に損害を与えた場合、乙はその損害をすべて賠償しなければならない。
第　１２　条　（免責）
　　　甲は、甲の故意または重大な過失によらない火災、盗難、諸設備の故障による損
　　　害については、乙に対してその責を負わない。
第　１３　条　（立入り点検）

１．　甲または甲の代理人もしくは甲の定める管理者は、建物の保全や衛生上の対策、防犯、救護、その他建物の管理上必要があるときは、予め乙に通知した上で賃貸借室に立入り、これを点検し、適宜の措置を講ずることが出来る。但し、非常の場合で、甲が予めこの旨を乙に通知することが出来ないときは、事後速やかに乙に報告を行なう。

２．　前項の場合、乙は甲の措置に協力しなければならない。

３．　甲は、乙から解約通知を受領した後、明渡しまでの間乙の承諾を得て賃貸借室を賃借しようとする者など同行して賃貸借室内に立ち入ることが出来る。
第　１４　条　（修理）
１．　賃貸借室、本件建物の諸造作、設備等に破損または故障により修理を要する箇所が生じた場合、乙は速やかにその旨を書面により甲に通知しなければならない。

２．　前項の通知により、甲が建物の維持保全上必要と認めた修理及び乙からの通知がなくても甲が必要と認めた修理は、甲がその費用を負担して実施する。この修理に際して、乙は作業に支障が起こらないよう協力しなければならない。

３．　前項の定めにかかわらず、次の修理については、乙が費用を負担する。
　　　①　賃貸借室の窓及び出入口等のガラス、照明器具、スイッチ・コンセント類及び

付属品の修理または交換。但し、乙の責めに帰することの出来ない場合は除く。
　　　②　賃貸借室内の床、壁、天井等に関する塗装、貼替、その他小修理。
　　　③　乙及び乙の代理人、使用人、請負人、その他関係者の故意、または過失に基づ

く事由により生じた毀損等の為の修理。
　　　④　乙所有の諸造作、設備等に対する修理。　　
４．　乙は、第１０条により賃貸借室内に設置した諸造作、設備等の修理を、その責任と負担で実施する場合であっても、その修理方法については予め甲の書面による承諾を得なければならない。但し、緊急または非常の場合は事後速やかに甲の承諾を得なければならない。
　
第　１５　条　（館内使用細則等の遵守）
　　乙は、甲が賃貸借室及び本件建物の使用について別に定める館内細則等を遵守することは勿論、乙の使用人、出入人等に対して遵守させなければならない。また、甲が注意事項を定めて通知した時も同様とする。
第　１６　条　（善管注意義務）
　　乙は、賃貸借室及び本件建物の使用について善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
第　１７　条　（変更の届出義務）
　　乙は、氏名、住所、商号、本店所在地、代表者、その他登記事項等に変更があったとき及び経営の主体に変更があった場合には、速やかにこの変更内容を書面により甲に届け出なければならない。
第　１８　条　（契約の解除）
　　乙に次の各号の一に該当することがあったときは、甲は何等の催告なしに本契約を解除することが出来る。この場合、甲が損害を蒙ったときは、甲は乙に対してその損害を請求することが出来る。
　　①　賃料その他の債務の支払いを２ヶ月以上延滞したとき。
　　②　賃貸借室を第２条に定める目的以外に使用したとき。
　　③　第９条に定める禁止行為の規定に違反したとき。
　　④　他の賃貸人の占有、使用に著しい妨害を与えたとき。
　　⑤　本契約またはこれに付随して締結した契約の各条項の一つに違反したとき。
　　⑥　破産、民事再生、会社更生、解散等があったとき。
　　⑦　乙の資産、信用、または事業に重大な変更があり本契約を継続しがたいと甲が認めたとき。
　　⑧　暴力行為、その他公序良俗に反する団体、組織に加入し、もしくはこれらの構成員、同調者等に加担して、甲または他の賃借人に不安、不快の念を抱かせ迷惑を及ぼす行為をしたとき。
　　
第　１９　条　（明渡し及び原状回復）
１．　乙は、本契約終了までに賃貸借室に設置した諸造作、設備、館内案内板及び乙所有の物件を自己の費用をもって収去しなければならない。また、乙の希望により甲が設置した甲所有の物件がある場合にも甲の要求があるときは、乙の費用をもってこれを取外し甲に引き渡すものとする。

２．　乙は、賃貸借室については、使用期間の如何を問わず、床・壁・天井全面張替えを含めて原状に復し、賃貸借室に附属する電気・空調等の諸設備の破損、故障箇所を自己の費用をもって修理・清掃してこれを甲に明け渡さなければならない。なお詳細については本契約書添付の[貸室原状回復工事仕様内訳書]に基づくものとする。

但し、甲の承諾を得た場合もしくは甲の指示がある場合は、乙はそれらに有する権利を放棄し、原状有姿のまま明け渡すことが出来る。

３．　乙は、第１項の工事について、原則として甲の指定業者に工事を発注するものとし、その工事に要する費用は、乙の負担とする。

４．　乙が本契約終了までに第１項の原状回復処置をとらなかった場合、甲は任意にその撤去及び修復をすることが出来る。但し、この費用は乙の負担とする。

５．　本契約が終了し乙が賃貸借室を明け渡した後に賃貸借室内に残置された物件があるときは、乙においてその所有権を放棄したものと見なし、甲はこれを任意に処分することが出来る。これを要する費用は、乙の負担とする。

６．　本契約終了までに乙が原状回復して賃貸借室を明け渡さないときは、乙は本契約終了の翌日から第１項または第３項の処置が終了した日を以て明け渡しがあったものとし、明け渡しが完了するまでの賃料相当額の倍額の損害金及び第８条に定める費用相当額を甲に支払い、且つ、明け渡しの遅延により甲が損害を蒙ったときは、その損害を賠償しなければならない。

７．　乙は、賃貸借室の明け渡しに際しその事由、名目の如何にかかわらず、賃貸借室及び諸造作、設備等について支出した必要費、有益費の償還請求、または移転料、立退料、権利金等一切の請求をしないものとする。

８．　乙は、賃貸借室内に自己の費用をもって施設した諸造作、設備等の買取りを甲に請求しない。
第　２０　条　（遅延損害金）
　　　乙が、本契約に定める金銭債務についてその履行を遅滞した場合、乙はその遅滞した期間について日歩５銭也の割合による遅延損害金を甲に支払わなければならない。

　　　但し、乙は当該損害金の支払いにより甲の契約解除権の行使を免れるものではない。

　　
第　２１　条　（準拠法）
　　　本契約については、準拠法を日本法とする。

　
第　２２　条　（通知）
　　　甲が乙に対して発する通知は、乙の賃貸借室、または本契約書記載の住所、もしく　

は第１７条により住所の変更が届け出された場合は、その住所に宛て発する。この通知の効力は、通常到着するとみなされる時から発生する。
第　２３　条　（契約の消滅）
　　　天変地異、その他不可抗力により本件建物の全部、または一部が滅失、または破損して賃貸借室の使用が不可能となった場合、本契約は当然終了し、且つ、これによって乙が蒙った損害については、甲は責任を負わない。

第　２４　条　（管轄裁判所）
　　　本契約から生ずる権利義務について争いが生じた時は、東京地方裁判所を管轄裁判

所とする。
第　２５　条　（消費税）
　　　乙は、本契約第５条による賃料、第８条による共益費、その他本契約に付随して甲が乙から受領するまでの金員のうちで消費税の課税対象となるものについては、その消費税分を乙において負担することを承諾し、消費税の税率の変更があった場合には本契約における消費税分を含む賃料等の金額はそれぞれ変更されるものとする。
第　２６　条　（規定外事項）
　　　本契約に定めのない事項、または本契約の内容について疑義が生じたときは、甲・乙誠意をもって協議し、決定する。
　　

本契約締結の証として本書２通を作成し、甲・乙・丙記名捺印の上、各１通を保有する。
　

平成○○年○○月○○日
　（賃　貸　人）甲　

　　　　　　　　　　　
　（賃　借　人）乙　　

